
『そうしん法人インターネットバンキング（ワンタイムパスワードサービス利用追加規定）』新旧対照表 
 

※  部が改定（追加・変更・削除）内容です 
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改   正   後 改   正   前 
第１条 ～ 第２条 （略） 

 

第３条 利用申込および利用開始 

 

１． ～ ２．（略） 

 

３．契約の成立 

本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約（以下「本契約」といいます）

は、前項の定めによる当金庫所定のお客様の手続きに基づき、当金庫が当該手続きを適当

と判断して承諾した場合に成立し、ご契約先において本サービスの利用が可能となりま

す。 

 

第４条 ～ 第８条 （略） 

 

第９条 本サービスの解約等 

 

１． ～ ２．（略） 

 

３．前項２．にかかわらずご契約先が相当期間、本サービス利用料を支払わない状態が続いた

場合、または当金庫との取引約定に違反した状態が解消されない場合、当金庫は本サービス

に係る契約を解約することができます。  

 

４．第１項から第３項までの解約、利用停止時点で当金庫が既に取引の依頼を受け付けている

場合、当金庫は本利用規定および関係法令に従い、当該取引については、手続を行うものと

します。 

 

第１０条 ～ 第１１条 （略） 

第１条 ～ 第２条 （略） 

 

第３条 利用申込および利用開始 

 

１． ～ ２．（略） 

 

３．契約の成立 

本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約（以下「本契約」といいます）

は、前項の定めによる当金庫所定のお客様の手続きに基づき、当金庫が当該手続きを適当

と判断して承諾した場合に成立し、お客様において本サービスの利用が可能となります。 

 

 

第４条 ～ 第８条 （略） 

 

第９条 本サービスの解約等 

 

１． ～ ２．（略） 

 

３．前記２．にかかわらずご契約先が相当期間、本サービス利用料を支払わない状態が続いた

場合、または当金庫との取引約定に違反した状態が解消されない場合、当金庫は本サービス

に係る契約を解約することができます。  

 

４．第１項から第４項までの解約、利用停止時点で当金庫が既に取引の依頼を受け付けている

場合、当金庫は本利用規定および関係法令に従い、当該取引については、手続を行うものと

します。 

 

第１０条 ～ 第１１条 （略） 
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改   正   後 改   正   前 
第１２条 規定の変更等 

 

当金庫は､本規定の内容を、任意に変更できるものとします。この場合には、変更内容および

変更の効力発生日をあらかじめ（削除）当金庫所定の方法で公表するものとし、変更日以降は

変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の

任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切、責任を負いません。 

 

第１２条 規定の変更等 

 

当金庫は､本規定の内容を、任意に変更できるものとします。この場合には、変更内容および

変更の効力発生日をあらかじめ当金庫ホームページでの表示、店頭表示その他相当の当金庫所

定の方法で公表するものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、

当金庫の責めによる場合を除き（追加）当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、

当金庫は一切、責任を負いません。 

 

 


